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令和６年第３回北海道議会定例会 決算特別委員会 開催状況 

開催年月日 令和６年 11 月 11 日（月） 

質  問 者 日 本 共 産 党 丸山 はるみ 委員 

答 弁 者 子ども応援社会推進監 野澤 めぐみ 

      子ども政策局長 森 みどり 

      子ども政策企画課長 工藤 晴光 

      子ども成育支援担当課長 中村 浩 

質    問    要    旨 答    弁    要    旨 

三 子育て支援について 

(一) 子育て支援施策の効果と評価について 

 急速な少子化の進行が続いています、北海道の

将来に広く深刻な影響を与えることが懸念され

ています。 

 北海道では、そうした中、社会全体で少子化対

策を推進し、安心して子どもを生み育てることが

でき、子どもが健やかに成長できる環境整備を目

指して、2004 年ですね、「北海道子どもの未来づ

くりのための少子化対策推進条例」を制定しまし

て、昨年度は、令和２年から令和６年の５年間を

計画期間とした第４期目の「北の大地子ども未来

づくり北海道計画」の下で取組が進められてきま

した。 

 計画の基本目標は、「結婚や出産を望む全ての

人々の希望が叶えられ、子どもたちが幸せに育つ

ことのできる地域社会の実現」として、合計特殊

出生率を全国平均まで引き上げるとしています。

北海道の合計特殊出生率は、2023 年には全国が

1.20 であったところ北海道は 1.06 と４７都道府

県ワースト２位、東京に次いで低い水準となって

しまいました。全国を上回る早さで少子化が進行

していると言わざるを得ません。 

 計画の第１期目から合計特殊出生率はずっと

全国の数値を下回っているのですが、計画に基づ

く事業実施の効果についてどのように評価して

いるのか伺います。 

 

【子ども政策企画課長】 

 子ども未来づくり北海道計画の基本目標につ

いてでございますが、道では、全国を上回るスピ

ードで少子化が進行する中、平成１６年に制定し

た「北海道子どもの未来づくりのための少子化対

策推進条例」に基づき、本計画を策定し、妊娠・

出産、子育てなどのライフステージに応じた切れ

目のない総合的な少子化対策に取り組んできた

ところでございます。 

 本年度は、計画の最終年度となりますことか

ら、先般、北海道こども施策審議会において、こ

れまでの取組に係る検証と評価を行ったところ

でございまして、「出生率を全国平均まで引き上

げる」との目標につきましては、達成に至らず、

その要因といたしましては、経済的な不安定さ

や、仕事と子育ての両立の難しさなど、個々人の

結婚や出産、子育ての希望の実現を阻む様々な要

因が複雑に絡み合っており、引き続き、各般の施

策に取り組んでいく必要があるものと考えてい

るところでございます 

 

 

(二) 産後ケアについて（助産師等空白地域の産

後ケア支援事業） 

１ 実施状況について 

 道内自治体の産後ケア事業の実施状況につい

てお答えください。 

 

 

【子ども成育支援担当課長】 

 産後ケア事業の実施状況についてであります

が、道内での令和６年度の事業実施市町村は、166

となっており、実施方法別では、医療機関等に宿

泊する「短期入所型」が 81 市町村、保健センター

等に来所する「通所型」が 129 市町村、 

助産師等が利用者宅に訪問する「居宅訪問型」は 

119 市町村となっております。 

２ 事業の実績等について 

 先ほども申し上げた基本目標の達成に向けて、

安心して子どもを育てられる環境の向上を図ろ

うとしているところなんですけれど、現代の子育

てをする世代が、出産経験が少ないどころか、そ

の成長する過程で乳幼児に接する機会が少ない 

【子ども成育支援担当課長】 

 産後ケア支援事業についてでありますが、道で

は、助産師等の専門職を確保できないために産後

ケア事業の実施が困難となっている市町村に対

し、令和５年度から北海道助産師会に委託して、

助産師を派遣し、実施体制の整備を図るための事 
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と思っているんですね。その中で産後ケアという

のは、子育て支援をするその重要な事業だと思い

ます。昨年度は、助産師等空白地域の産後ケア支

援事業を行っていますが、実施の内容と、その効

果について伺います。 

業を開始したところです。 

 昨年度は、留萌市と苫前町において、通所型に

よる産後ケア事業の実施を支援し、派遣助産師に

よる母親への乳房ケアや授乳方法、産後の身体ケ

ア、子どもの抱き方や遊び方などの指導のほか、

市町村保健師等へ具体的な支援方法について助

言などを行ってきました。 

 利用者へのアンケートでは、「育児への不安が

軽減された」、「参加者同士でとても楽しく交流で

きた」との声や、市町村からは、「実際の運営方法

が具体に分かった」、「今後、地域に見合った事業

の必要性が明確になった」などの評価があり、事

業実施に向けた体制づくりが進んだものと認識

しております。 

３ 里帰り出産時の産後ケア事業について 

 答弁踏まえてですね、この事業がもっと広がっ

ていくことを期待するんですけれど、産後ケア事

業は、産後すぐから利用できるということが大き

な利点だと思います。いまだ里帰り中などに利用

できない自治体があります。また、分娩した施設

がですね、他の自分が住む自治体と他の自治体で

あるがために、その施設が産後ケア事業を実施し

ていたとしても、利用できないという状況もあり

ます。このことについて、改善が必要という風に

考えるんですけれども、道の見解を伺うとともに

今後どのように取り組むのかお答えください。 

【子ども成育支援担当課長】 

 産後ケア事業の対象についてでありますが、本

事業の利用条件などにつきましては、事業実施主

体である市町村が定めるものでありますが、里帰

り出産をしている母子であっても、希望する場合

は、里帰り先での事業を利用できることが望まし

いと認識しております。 

 国の産後ケア事業ガイドラインでは、里帰り出

産をしている方についても、事業の対象者として

対応することが望ましいと記載されていること

から、道としましては、ガイドラインに基づいた

産後ケアの提供について、母子保健に係る会議等

を活用し、市町村に周知を図るなど、支援を必要

とする全ての方が利用できる事業となるよう、提

供体制の確保に向けた取組を引き続き進めてま

いります。 

３ 助成事業の実施市町村数について 

 国の産後ケア事業ガイドラインでもですね、里

帰り出産をしてても、使えるようにした方がいい

と言われているということで、ただですね、市町

村もやりたいと思ってても、助成してますから、

その経済的な負担が、ネックの一つになっている

と思うのですが、３定の予算特別委員会の真下議

員の質問で、2023 年度の出産可能自治体が 27、こ

のうち経産婦のみ受け入れしているのが３とい

うことが明らかになりまして、妊産婦の自宅か

ら、医療機関までの距離など要件を満たす場合に

は、今、出産安心支援事業がございます。交通費

や宿泊費が助成されます。これをですね、産後ケ

ア、出産間もない母親の孤立を防ぎ、育児の不安

を解消し、適切な育児の方法を学ぶための重要な

事業であるこの産後ケア事業にですね、出産安心

支援事業の対象とする、対象を拡大することを提

案しますが、どのようにお考えかお答えくださ

い。 

 

 北海道の見解も最もだと思うのですけれど、し

かし、一番大切なのは利用者の意向だと思います

ので、そこを是非勘案して欲しいと思います。 

【子ども成育支援担当課長】 

 産後の母子への支援についてでありますが、産

後ケア事業は、利用する母子の移動に伴う身体

的、経済的負担が、最小限となるよう実施される

ことが望ましいことから、市町村では、保健セン

ター等を会場に、助産師が出向き実施する通所型

や、居宅訪問型など、実施方法を調整し、地域で

産後ケアを受けられる環境を整える取り組みを

行っております。 

 道としましては、母子に身近な施設など地域資

源を活用した、産後ケア事業の実施方法につい

て、先進事例の情報提供を行うなど、産後の心身

が不安定となる時期のニーズに即した、支援体制

の整備に向けて、引き続き、市町村や関係機関と

連携を図りながら取組を進めてまいります。 
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(三)  こども医療費助成の拡充について 

１ 医療給付事業の実績について 

 計画では、目標達成に向けた重点的な施策推進

の視点のひとつとして経済的な負担軽減を挙げ

ています。道民意識調査で、理想の子どもを持た

ない理由を子育てや教育にお金がかかりすぎる

からとしたのが 59.2%と最多となっています。主

な施策に医療費給付事業を挙げていますけれど

も、子ども医療費について、過去３年間の予算額

と決算額、そして、増減の理由についてお答えく

ださい。 

 

 

【子ども成育支援担当課長】 

 乳幼児等医療給付事業についてでありますが、

本事業は、子どもの健康保持や子育て世帯の経済

的負担の軽減などを図るため、医療費の一部を助

成するものであり、予算額は、令和３年度が３２

億２，５９６万２千円、令和４年度が３１億５，

８２３万７千円、令和５年度が３１億１，４６１

万４千円、決算額は、令和３年度が２５億４，６

８１万９千円、令和４年度が２４億６８５万７，

２６８円、令和５年度が２８億７，８１３万１千

円でありました。 

 決算額は、出生数が減少していることなどによ

り、減少傾向にありますが、令和５年度は、新型

コロナウイルス感染症が５類に移行したことに

伴い、検査費用等の患者負担額が発生し、助成額

が増加したため、決算額が増加いたしました。 

２ 医療給付事業の内容について 

 新型コロナウイルス感染症が５類に移行した

ことで、助成額が増えたということは、医療費の

負担が増加したものと考えますが、道の事業と同

水準にとどまっている道内自治体は通院で６自

治体３％、入院で５自治体２％のみです。それ以

外は、道内各自治体が独自に拡充して、高校生ま

で助成しているところが大半です。通院で 133 自

治体 74％、入院で 138 自治体 77％に上っていま

す。北海道の子ども医療費助成制度が導入された

のは、昭和 48 年です。現在の事業の内容と、いつ

から変更されていないのかお答えください。 

【子ども成育支援担当課長】 

 事業内容についてでありますが、乳幼児等医療

給付事業は、就学前までの通院及び小学生までの

入院に対して、受診の機会を適切に確保し、必要

な治療が受けられるよう医療費の一部を補助す

るものです。 

 事業を開始した昭和４８年当初は、通院は３歳

未満児を、入院は２歳児までを対象としていまし

たが、その後、段階的に給付対象年齢などを拡充

しながら、平成２０年度に現在の給付対象とした

ところです。 

３ 助成の対象年齢等について 

 段階的に拡充してきたのが、なぜ平成 20 年度

に止まってしまったのか思うのですが、他都府県

の状況ですが、こども家庭庁成育局母子保健課調

べの子ども医療費に対する援助の実施状況によ

りますと、道の助成以上に助成を実施している都

府県は通院で 25 自治体、通院で 24 自治体と半数

を超えています。合計特殊出生率がワースト２位

の北海道として、他府県に比較してこうした現状

で良いと考えているのかお答えください。 

【子ども成育支援担当課長】 

 助成の対象年齢等についてでありますが、令和

５年４月１日現在で、通院については、２５都府

県が、道の対象である就学前を超えて助成の対象

としており、入院は、２４都府県が、道の対象で

ある小学生を超えて助成の対象としていると承

知をしております。 

 道としては、医療費の負担が特に大きいとされ

ている就学前までの通院及び小学生までの入院

について助成対象としており、今後とも医療費助

成に取り組む市町村と連携しながら事業の安定

的な制度運営に努めてまいります。 

 

４ 今後の取組について 

 2021 年の北海道大学・北海道と札幌市は第２回

目の「こどもの生活実態調査」によりますと、必

要な病院受診を控えたことのある人の割合は、所

得が低いほど、その割合が増えています。経済的

な問題がここにあります。道の制度は 2008 年か

ら変わっておりませんが、その間、年間の出生数

は 16,254 人減っています。40％の減少です。基本 

【子ども政策局長】 

 今後の取組についてでありますが、道では、市

町村との連携のもと、子育て世帯の経済的負担の

軽減等を目的に対象年齢などの見直しを行いな

がら、制度運営に努めてきたところであり、全て

の市町村が医療費助成を実施している中、地域で

格差が生じることは、社会保障制度の公平性を確

保する観点から望ましいことではないと考え、国 
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目標で安心して子どもを育てられる環境の向上

を挙げていますから、子ども医療費助成は目標達

成のための一助となると考えますけれども、道と

してどのように考えているのでしょうか。 

に対し全国一律の助成制度の創設を求めてきた

ところでございます。 

 引き続き、全国知事会などとも連携しながら、

どこに住んでいても安心して子育てができるよ

うあらゆる機会を通じて要望してまいります。 

再-４ 

 決算額をお聞きしたときに令和５年度は増加

されていました。独自に子どもの医療費を拡充し

ている自治体も財政的な負担が増加していると

思います。各自治体が十分な子育て支援をやって

いるけれども、まだやりたい事業があるはずで、

先ほど挙げました産後ケアもそうです。そういう

ことを考えたら、道が国に要請するのも良いです

けれども、道がやる必要があると思うのですが、

もう一回お答えいただけますか。 

【子ども政策局長】 

今後の取組についてでありますが、道では、子

どもの医療費の助成について、健康保持や子育て

世帯の経済的な負担軽減などの役割を果たして

いるものと認識しており、これまで、市町村と連

携を図りながら、制度の安定的な運営に努めてき

たところでございます。 

 一方、道内の市町村では、子育て支援や少子化

対策として、独自に助成措置を講じており、その

結果、地域で格差が生じている実態を踏まえる

と、本来は、公平な社会保障制度を確保する観点

から国が全国一律の助成制度を創設するべきと

考えており、引き続き、全国知事会などとも連携

しながら、国へ強く要望してまいります。 

【知事総括】 

 地域によって格差が生じているということで

すから、このことについて、知事にお考えをお聞

きしたいので、委員長、取り計らいをお願いいた

します。 

 

（四）ひとり親家庭等医療費助成制度について 

１ 事業内容と実績について 

 現在、北海道では、ひとり親家庭医療費事業の

対象となる医療費受給者の要件について、「母子

及び父子並びに寡婦福祉法」の規定としていると

ころですけれど、具体的に説明を求めるととも

に、過去３年間の予算と事業費の推移を伺いま

す。 

 

【子ども成育支援担当課長】 

 ひとり親家庭等医療給付事業についてであり

ますが、本事業の給付対象は、まず、親について

は、１８歳の年度末までの子どもを扶養または監

護する母または父、あるいは、１８歳の年度末の

翌日から２０歳までの月末までの子どもを扶養

する母または父としております。 

 また、子どもについては、ひとり親家庭の母ま

たは父に扶養または監護されている１８歳の年

度末までの子ども、あるいは、ひとり親家庭の母

または父に扶養されている１８歳の年度末の翌

日から２０歳までの月末までの子どもとしてい

るが、両親が死亡等の場合は、他の家庭で扶養ま

たは監護されている子どもも給付対象となりま

す。 

 過去３年間の予算額は、令和３年度が９億７，

９１６万１千円、令和４年度は９億５，０６０万

３千円、令和５年度は９億１５８万５千円であ

り、決算額は、令和３年度が７億７，０５３万円、

令和４年度は７億２，５５８万１，１２５円、令

和５年度は８億７，５８８万８千円でありまし

た。 

２ 対象者の拡大について 

家族構成が多様化していると思うんです。他自

治体の例として、ひとり親家庭に準ずると認めら

れる場合も、ひとり親家庭等医療費助成制度の対 

【子ども成育支援担当課長】 

 受給対象者についてでありますが、道として

は、家族構成が多様化し、子どもを扶養する大人

が父母に限られないことは承知しておりますが、 
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象としているところがあります。こうした事例か

ら、母又は父ではない養育者も給付対象とするこ

とに問題はないと考えますが、道として導入する

考えはあるか伺います。 

母子家庭等の生活の安定と向上を目的としてい

る「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に規定する

配偶者のない女子あるいは男子をひとり親家庭

の母あるいは父として、入院医療費の自己負担の

一部を助成しております。 

 なお、子どもについては、両親の死亡や行方不

明等により、父母以外の者に扶養等されている場

合でも入院及び通院の医療費を助成していると

ころです。 

３ 今後の取組について 

 児童扶養手当の受給者は母子世帯または父子

世帯が多いですが、中には父または母以外が養育

する世帯もあります。ひとり親に準ずる家庭でも

児童扶養手当は制度上受けることができます。こ

ういうことを考えたら、ひとり親家庭の医療費の

助成だけを排除することはいけないと思うので

すが、該当する家庭のひとり親家庭全体に占める

割合を聞くとともに、北海道でも実施すべきでは

ないかと思うのですが伺います。 

【子ども政策局長】 

 今後の取組等についてでありますが、国が公表

している令和４年度福祉行政報告例によると、全

道の児童扶養手当受給者２万２，０３２人のう

ち、約０．５％の１１０人が母または父以外の養

育者となっております。 

 道では、市町村との連携のもと、ひとり親家庭

の経済的負担の軽減を図り、受診の機会が適切に

確保され、必要な治療が受けられることを目的に

対象範囲などの見直しを行いながら、制度運営に

努めてきたところであり、どこに住んでいても安

心して子育てができるよう国に対し、ひとり親家

庭の医療費に関する全国一律の助成制度創設を

要請してまいります。 

 対象者がたったの０５％で、彼らが声を上げら

れない状況をぜひ想像していただいて手を差し

伸べていただきたいとお願いします。 

 

(五)保育料の無償化について 

１ 幼児教育・保育の無償化について 

 2019 年５月 10 日、子ども・子育て支援法の一

部を改正する法律が可決・成立し、10 月１日から

幼児教育・保育の無償化が開始されることとなり

ました。決算年度で北海道が支援していた制度の

内容をお示しください。 

 

【子ども成育支援担当課長】 

 幼児教育・保育の無償化についてであります

が、国では、保育所等を利用する３歳から５歳の

全てのこどもの利用料を令和元年 10 月から無償

化するとともに、０歳から２歳のこどもについて

も、住民税非課税世帯を対象に利用料を無償とし

ております。 

道では、平成 29 年度から独自の取組として、子

育て世帯の経済的負担の軽減を図り、安心してこ

どもを生み育てることができる環境づくりを推

進するため、多子世帯の保育料負担軽減事業とし

て、３歳未満の第二子以降の保育料無償化等を実

施する市町村に対し、その費用の２分の１を補助

しているところです。 

 

２ 自治体の取組について 

 今、多子世帯ということだったのですけれど

も、道のホームページで、道内市町村、2023 年度

は完全無償化が 39 自治体、第二子以降無償化し

ている自治体、所得制限ありが 69 自治体、所得制 

【子ども成育支援担当課長】 

 自治体の取組についてでありますが、道内の市

町村では、少子化が進むなか、それぞれが創意工

夫を凝らしながら、実情に即した独自の子ども・

子育て支援施策に取り組んできており、その一つ 



－６－（了） 

質    問    要    旨 答    弁    要    旨 

限なしが 68 自治体と実施しています。実施自治

体が増えている現状について、どのように認識し

ていますか。 

として、保育料の無償化を実施しているものと認

識しております。 

 道では、こうした市町村を支援するため、独自

に、多子世帯の保育料の無償化に取り組み、実施

自治体の増加に向けて働きかけを行い、令和５年

度は 163市町村が本事業を活用しており、今後も、

市町村と連携しながら、子育て世帯の経済的負担

の軽減に取り組んでまいります。 

３ 保育の無償化について 

北海道の計画でも、経済的負担が、希望する子

どもを持たない理由の最大のものとなっていま

す。持つつもりの子どもよりも、実際に生んだ子

どもの数のほうが少ないという事態がすでに起

こっているわけです。一人目からの支援が必要だ

と私は考えておりまして、まず保育料は一人目か

ら完全無償にする支援こそが、こども未来づくり

北海道計画の目標を達成するためにも必要だと

考えますけれども見解を伺います。 

 

 

【子ども成育支援担当課長】 

保育の無償化についてでありますが、道では、

保育料の無償化は、子育て世帯の経済的負担の軽

減や、女性が働き続けられる環境づくりにも効果

があると考えており、独自に、３歳未満の第二子

以降の保育料無償化に取り組んできました。 

道としましては、これまで０歳から２歳児につ

いても、３歳以上児と同様に、国の責任において

無償化の対象とするよう、強く求めてきたところ

であり、全国知事会とも連携し、幼児教育・保育

の完全無償化の早期実現に向けて引き続き国に

要望してまいります。 

４ 今後の取組について 

 北海道の計画ではですね、希望する数の子ども

を持つことができて、安心して子どもを育てられ

る環境の整備をすることで、合計特殊出生率を全

国平均まで引き上げようとしているわけです。

今、若年の女性が道外に流出していますから、合

計特殊出生率を全国平均まで引き上げてもまだ

厳しい状況だということも指摘しておきたいん

ですけれども、今回質問した産後ケア、子ども医

療費、保育料の無償化について、経済的な支援の

側面から、計画の目標達成のために充実させる必

要があると私は考えています。子育て世帯への支

援を今後どのように取り組むのか伺います。 

 

【子ども応援社会推進監】 

 今後の取組についてでございますが、昨年、国

は、「こども未来戦略」を取りまとめ、若年層の所

得向上や社会全体の意識改革、全ての子ども・子

育て世帯への切れ目のない支援といった基本理

念を示しますとともに、本年６月、関係法を改正

し、児童手当の所得制限の撤廃や対象年齢の拡充

のほか、就労要件を問わず、柔軟に保育所等を利

用できる「こども誰でも通園制度」の導入など、

経済的支援や子育て支援策の強化を図ったとこ

ろです。 

 道といたしましては、改正法に盛り込まれまし

た施策を着実に実施いたしますとともに、引き続

き、産後ケア事業や子どもの医療費助成、多子世

帯の保育料無償化など、各般の施策を市町村や関

係団体等と連携しながら進めますとともに、新た

な条例制定や「こどもファスト・トラック」など、

子どもや子育てを応援する気運を高める取組を

同時に進めますことで、希望する若い世代の誰も

が、結婚や子どもを生み、育てることができる社

会の実現に向け、取り組んでまいります。 

 

  

 


